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　スポーツ・文化・ボランティア活動などの団体活
動に最適な保険です。５人以上のグループならどな
たでも加入できます。
　この保険は、( 公財 ) スポーツ安全協会が契約者
となり、加入者を被保険者として東京海上日動火災
保険㈱を幹事会社とする損保会社との間に、傷害保
険、損害賠償保険を一括契約するものです。
　※保険料の変更はありません。
保険期間　
　平成 25 年４月１日～平成 26 年３月 31 日

問合せ先　生涯学習・スポーツ課（内線２５６）

平成 25年度スポーツ安全保険

市民のための更生保護相談会
と　き　３月１日㈮、８日㈮、15 日㈮、22 日㈮、29 日㈮
　　　　13:00 ～ 16:00
ところ　滑川地区更生保護サポートセンター２階会議室
　　　　（滑川市シルバー人材センターの同一敷地内別館）
相談内容　青少年や成年の更生保護に関する相談
相　談　員　滑川地区保護司会所属保護司
問合せ先　滑川地区更生保護サポートセンター
　　　　（☎４７６‐２６９０）

３月７日から津波警報が
変わります

　気象庁は津波警報を改善し、平成 25 年３月７日
㈭から運用を開始します。
　津波警報は皆さんの命を守る大切な情報ですの
で、変更される内容を知り、いざという時には
自ら避難して命を守ってください。詳しくは、
気象庁ホームページの「津波警報の改善につい
て 」（http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/tsunami_
keihou_kaizen/index.html）をご覧ください。
問合せ先　富山地方気象台防災業務課
　　　　　（☎４３２－２３３１）

　月市議会定例会会議日程（予定）
（ところ　市役所３階議場）

　４日㈪ 10:00 ～　本会議　�会期の決定（＊）、　　　　　　　
提案理由説明（＊）、補足説明

　５日㈫ 10:00 ～　本会議　�補足説明
　６日㈬ ～８日㈮　　議案調査日
　９日㈯ ～ 10 日㈰　休　会
11 日㈪ 10:00 ～　本会議　�代表質問（＊）、質疑・一般質問（＊）
12 日㈫ 10:00 ～　本会議　�質疑・一般質問（＊）、　　　　　

議案の委員会付託（＊）
  　議会運営委員会
13 日㈬ ～ 14 日㈭ 10:00 ～　総務文教消防委員会
15 日㈮ 10:00 ～　産業厚生建設委員会
16 日㈯ ～ 17 日㈰　休　会
18 日㈪ 10:00 ～　産業厚生建設委員会
19 日㈫ 10:00 ～　予算特別委員会
20 日㈷　　　　　　休　会
21 日㈭ 　　　　　議案調査日
22 日㈮  9:00 ～　議会運営委員会
　　　　  9:30 ～　全員協議会
　　　　 11:00 ～　本会議　�委員長報告（＊）、　　　　　　　

質疑（＊）、討論（＊）、採決（＊）

３

　（＊）が付いているものは、ケーブルテレビ（Ｎｅｔ３）
デジタル092chおよびアナログ８chで放送します。また、
３月24日㈰の20時から約2時間ずつ７日間に分けて、
再放送を予定しています。

平成 25年度前期技能検定
　技能検定は、皆さんが日ごろ技能の練磨に努力さ
れた結果を計る絶好の機会です。
検定職種　造園、機械加工、電子機器組立て　など
受付期間　４月８日㈪～ 19 日㈮
提　出　先　富山県職業能力開発協会（富山市安住町）
　　　　　※申請書は、富山県職業能力開発協会、
　　　　　　滑川商工会議所などに備えてあります。
問合せ先　県職業能力開発課（☎４４４－３２６０）
　富山県職業能力開発協会（☎４３２－９８８７）

農地標準賃借料（10 ａ当たり）

■賃借料は、当該農地の収量や生産条件などを考慮し、
　当事者間で決定してください。
■この賃借料は、20 ａ～ 30 ａの整備田での水稲作を
　基準としたもので、転作面積は除きます。
農作業標準料金

料金には、消費税は含まれていません。
■コンバインについては、収穫物の運賃は別途料金と
　します。
■麦 ･大豆のコンバインは、水稲のコンバイン料金に
　準じます。
■�標準料金は、環境条件が整った圃場（１区画 30 ａ
の整備田）を基準に設定しており、未整備田や変形
田、強湿田、倒伏田、遠距離田などの農作業料金は
当事者間で決定してください。
問合せ先　農業委員会（内線３５１）

平成 2 5 年 分
標 準 賃 借 料 / 農 作 業 料 金

区分
基準収量
（㎏）

賃借料
（円）

＜参考＞
地区平均収量による区分

田
　
の
　
部

１ 470 2,000
２ 480 4,000 滑川 ･山加積地区
３ 490 7,000 東加積 ･中加積地区
４ 500 9,000 北加積 ･西加積地区
５ 510 11,000 浜加積 ･早月加積地区
６ 520 13,000

転作田・畑地の部 　賃借料を定めない

作　　業　　名 単位 料金（円）

耕
　
　
転

トラクター（耕起～代かき）10 ａ 14,200
個
別
作
業

耕 起 10 ａ 7,800
代 か き
（荒くり作業含む） 10 ａ 8,000

秋おこし（耕起・溝切） 10 ａ 8,000
トラクター（あぜ塗り） １ｍ 75

田
植

田 植 機 10 ａ 7,000
側 条 施 肥 田 植 機 10 ａ 8,100

コ ン バ イ ン 10 ａ 19,900
動力散布（薬剤散布） 10 ａ 800
労
力
田植、あぜ塗り、稲刈、
その他の労働 １日 7,600 ～

10,000

乾燥・調製 水　　　稲 60 ㎏ 乾燥　1,700
調製　　700

～布団の訪問販売にご注意～

　無理に契約する必要はありません。業者に対して
毅然とした態度で断りましょう。
　また、高齢者がトラブルにあっていないか、家族
や近所で見守りましょう。
問合せ先　滑川警察署（☎４７５-０１１０）
　　　　　生活環境課（内線３３４）
　　　　　滑川市防犯協会（☎４７６-０７３４）

消費生活相談員からのお知らせ

相談内容
市内の高齢者の方から
◆�業者から「布団の点検に伺いたい」との電話が
しつこくかかり、とても困っている。
◆�布団の訪問販売業者が、突然自宅に来訪してな
かなか帰らなかった。

対応の心得
◆�電話の場合、業者に対して「不要です」と、きっ
ぱり断る。
◆�不審な来訪者は応対しない。

対象活動
保険料

（１人につき）
中学生以下の子どものスポーツ活動、
大人の文化・ボランティア活動 800 円

中学生以下の子どものスポーツ活動
および学校外活動 1,450 円

子どものスポーツ活動の指導者 1,300 円

65歳以上の高齢者のクラブ活動 1,000 円

一般（高校生以上）のスポーツ活動 1,850 円

危険度の高いスポーツ活動 11,000 円
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地域福祉セミナー
と　き　３月 10 日㈰　13:30 ～ 16:10
ところ　西地区コミュニティホール
内　容　地域福祉活動に関するシンポジウム、講演会
　　　　講師　駒澤大学文学部社会学科�社会福祉学専攻
　　　　　　　准教授　川上�富雄さん
問合せ先　滑川市社会福祉協議会（☎４７５－７０００）

　県公安委員会により、堀江地内に横断歩道が２
箇所に設置されました。いずれも南部小学校のス
クールゾーンに関連する場所です。
❶にいかわ信用金庫中加積支店より東へ約 50 ｍ
　（県道堀江魚津線と市道堀江上梅沢線との交差点）
❷赤浜橋から北へ約 400 ｍ
　（市道赤浜宮窪線と市道赤浜堀江線との交差点）
　児童が安全に横断歩道を渡れるように、ご協力を
お願いします。
問合せ先　生活環境課（内線３３３）
　滑川警察署（☎４７５－０１１０）
　滑川市交通安全協会（☎４７５－７８２９）

横断歩道が設置されました !!

　ストックヤードでは、ご家庭で不要になった家具や
雑貨で、まだ十分に再利用（リユース）可能な物品の
引き取りを行っています。
　今回、これらの再利用物品を展示のうえ、希望され
る方々へお渡しする、応募抽選会を次のとおり実施し
ます。たくさんの方々のご応募をお待ちしています。
受付期間　３月 15 日㈮まで　9:00 ～ 17:00
受付場所　ストックヤード２階�展示室（高塚 20）
　　　　　※３月４日㈪・11 日㈪は定休日です。
主な展示品　机、チャイルドシート、ソファなど
問合せ先　生活環境課（内線３３２）

ス ト ッ ク ヤ ー ド
リユース（再利用）展示品応募抽選会

　灯油などが川や海に流れ込むと、魚などの生き物
が死滅したり環境に大変な悪影響を与えます。

　家庭用灯油タンクから給油をする場合は、絶対に
その場を離れないようにし、給油後は元栓をしっか
り締めてください。また、暖房機への給油は必ず消
火してから行ってください。

問合せ先　滑川警察署（☎４７５-０１１０）
　　　　　滑川消防署（☎４７５-０１８０）
　　　　　市生活環境課（内線３３２）

給油中は絶対にその場から離れないように !!

広告


